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（
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
八

号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
永
住
被
害
者
及
び
永
住
配

偶
者
の
老
後
に
お
け
る
所
得
を
補
完
し
そ
の
良
好
か
つ
平
穏
な
生
活
の
確
保
に
資
す
る
等
の
た
め
、
老
齢
給
付
金
の
支
給
等
の

施
策
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
目
的
に
、
永
住
被
害
者
及
び
永
住
配
偶
者
の
老
後
に
お
け
る
所
得
を
補
完
し
そ
の
良
好
か
つ
平
穏
な
生
活
の
確
保
に
資
す

る
た
め
、
老
齢
給
付
金
等
の
支
給
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
を
追
加
す
る
。

二

「
永
住
被
害
者

「
永
住
配
偶
者
」
等
の
必
要
な
定
義
規
定
を
置
く
。

、

」
、

三
、
滞
在
援
助
金
の
支
給
対
象
に
、
帰
国
し
、
又
は
入
国
し
た
被
害
者
の
配
偶
者
、
子
及
び
孫
を
加
え
る
。

四
、
国
は
、
永
住
被
害
者
又
は
永
住
配
偶
者
の
老
後
に
お
け
る
所
得
を
補
完
し
、
そ
の
良
好
か
つ
平
穏
な
生
活
の
確
保
に
資
す

る
た
め
、
永
住
被
害
者
又
は
永
住
配
偶
者
で
あ
っ
て
六
十
歳
以
上
で
あ
る
も
の
等
に
対
し
、
老
齢
給
付
金
を
、
毎
月
、
支
給

す
る
。
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
、
一
時
金
の
支
給
を
選
択
す
る
こ
と
が
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で
き
る
。

五
、
国
は
、
永
住
配
偶
者
で
あ
っ
て
そ
の
配
偶
者
で
あ
る
被
害
者
が
六
十
五
歳
に
達
し
た
後
に
死
亡
し
た
も
の
等
に
対
し
、
配

偶
者
支
援
金
を
、
毎
月
、
支
給
す
る
。

六
、
国
は
、
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
等
の
支
給
開
始
年
齢
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
降
に
帰
国

し
最
初
に
本
邦
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
被
害
者
に
対
し
、
当
該
被
害
者
の
請
求
に
よ
り
、
そ
の
間
の
老
齢
基
礎
年
金
等

の
額
に
相
当
す
る
額
の
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。

七
、
国
は
、
帰
国
し
、
又
は
入
国
し
た
被
害
者
の
子
が
国
民
年
金
法
の
特
例
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
険
料
を

納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
被
害
者
の
子
に
対
し
、
追
納
支
援
一
時
金
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
、
国
は
、
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
開
始
の
時
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
永
住
被
害
者
又
は
永
住
配
偶
者
で
あ
っ
て
そ
の

生
活
基
盤
の
再
建
又
は
構
築
が
不
十
分
な
も
の
に
つ
い
て
、
十
年
を
超
え
て
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
行
う
こ
と
が

特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
開
始
の
時
か
ら
十
五
年
を
限
度
と
し
て
、
拉
致

被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

九
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


